
（あくまでも参考としてご活用ください。調整控除額等により変わる場合があります。）

4月～8月分保育料は、前年の6月の市民税額、9月～翌年3月保育料は、当年の6月の市民

税額をご参照ください。（【例】平成28年4～8月分保育料は、平成27年6月決定の市民税額）
保育料の決定に関する市民税額等の見方①

保育料については、平成27年度から市民税の所得割額に基づいて決定されています。

子ども・子育て支援制度では、保育料の決定にあたって、保護者の負担能力の判定に不要となる税の控除（住宅取得控除やふるさと納税等）を控除対象から

はずすこととされています。そのため、市民税の決定通知における所得割額に記載されている金額ではなく、次の方法により判断してください。

・寄付金税額控除 ・配当割・株式譲渡所得割額控除

・外国税額控除 ・配当控除

・住宅借入金等特別税額控除

控除対象ではない税額控除

市民税額の決定において、税額控除で控除対象ではない税額控除が含まれるため、④とし

て示されている「税額控除前所得割額」を市民税所得割額として保育料金を確認してください。

ご夫婦で課税されている場合、ご夫婦の「税額控除前所得割額」を合算してください。

なお、この金額から税額控除として1,500円以上の調整控除額などが控除されますが、概ね

上記の計算方法により、保育料は算定できます。（扶養人数や収入等により調整控除額は変

動します。）

保育料を決定する市民税額



保育料の決定に関する市民税額等の見方②

大阪市

保育料の決定にあたっては、「保育料の決定に関する市民税額等の見方①」にも記載していますが、控除

対象ではない税額控除があります。

納税通知書により保育料の市民税額を把握するには、納税通知書に添付されている 「平成28年度 市

民税・府民税課税証明書（その２）」をもとに、保育料の決定において算定される市民税額を説明します。

保育料の決定にあたっては、

①の「算出所得割の合計」 － ②の「調整控除額」

によって算出された金額をもとに、保育料金額表の所得割額として

見てください。

③の配当控除額

④の住宅借入金等特別税額控除額

⑤の寄付金税額控除額

⑥の外国税額控除額等

⑦の配当割額・株式等譲渡所得割控除額

については、保育料を決定する所得割額の算定では控除しないこ

ととなっています。

市民税額として表示されている

金額だけでは、保育料金は判定

できません。

保育料の算定には、控除内容

を確認することが必要です。

※ 「保育料の決定に関する市民税額等の見方①」にも記載していますが、ご夫婦ともに課税されている

場合、ご夫婦の市民税所得割額の合算金額により保育料は決定します。



大阪市　個人市・府民税　シミュレーション

給与所得の源泉徴収票をもとに試算

https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000385209.html

源泉徴収票からの市民税の算定と保育料の確認

源泉徴収票で示されている所得控除の額の合計額については、保育料を決定する際に控除対象ではな

い除内容が含まれているため、 源泉徴収票から市民税の算定はできますが、保育料を決定する上で必要

となる市民税の所得割額を算定することはできません。

なお、配当控除額、住宅借入金等特別税額控除額、寄付金税額控除額、外国税額控除額等、配当割

額・株式等譲渡所得割控除額がない方については、源泉徴収票の内容をもとに、市民税の所得割額を算

定することができます。

大阪市の財政局が作成している税額シミュレー

ションがありますので、給与所得の源泉徴収票を

もとに税額を試算することができます。

必要な項目をすべて入力し、保育料を検討する際の参考資料としてご活用ください。

≪注意≫
源泉徴収票は、1年間の収入等に基づき計算されているものであり、その他の収入や控除等がある方、

また、確定申告等を行っている方は、この手続きでは正しい市民税額は算定されません。

あくまでも、大まかな保育料金額を把握する方法となります。そのため、実際に算定される保育料額とは

異なる場合もありますので、ご了承ください。

https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000385209.html

